
※１　公的年金等の収入が４００万円を超える方や国外で支払われた年金を受給されている方は、原則確定申告が必要です

※２　控除を追加しても、税額がかわらない場合があります　（例）非課税の方、均等割のみの方

※３　所得税の確定申告をする方は、原則市民税・県民税の申告は不要です

※４　所得税の還付を受けるには、確定申告が必要です

市民税・県民税の申告に関するフローチャート

前年中にどのような収入がありましたか？

収入なし

勤務先から狭山市に給与支払
報告書が提出されている

各種の所得の合計額が、所
得税の所得控除額より多い

市民税・県民税の申
告は不要です

※福祉関連サービスや
国民健康保険、年金、
公営住宅等の手続きに
あたり申告が必要な場
合があります

（所得税の計算の結果、納付
になる場合）

給与所得以外の所得がある

年金所得以外の所得がある

判定結果扶養控除や医療
費控除など、控
除の追加がある

※2

給与以外の所得が
２０万円を超える

主に給与収入 主に年金収入　※１ 給与・年金収入以外

年金所得以外の
所得が20万円
を超える

申告は不要です

市民税・県民税の申告が必要です　※４

所得税の確定申告が必要です　※3
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